
ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正処理推進事業 
 

１ 事業の概要 
  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、保管事業

者はポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ廃棄物）の期限内の処分が義務づけられてい
る。 

ＰＣＢ廃棄物について、期限内に確実かつ適正な処理が行われるよう県⺠への周知を
行うとともに、保有状況の調査を行う。 

 
２ 令和２年度実績 

(1) ＰＣＢ廃棄物の処分期限の周知に係る広告 
令和２年度末が処分期限である高濃度ＰＣＢ使用安定器に関して、処分期限の周

知を行うため、新聞広告への掲載及びテレビＣＭの放送を行った。 

 
(2) ＰＣＢ廃棄物の保有状況調査 

令和２年度末が処分期限である高濃度ＰＣＢ使用安定器に関して、保有している
可能性がある者に対し保有状況の調査を行った。 

 
【担当部署】 
 環境文化部 循環型社会推進課 産業廃棄物班 


